
市条例（改正案）
青梅市

令和3年4月1日
多摩市

令和2年7月1日
日野市

令和2年4月1日
八王子市

令和2年4月1日
立川市

平成30年4月1日
国立市

平成27年12月25日

（定義）
第２条　この条例におい
て使用する用語は、法に
おいて使用する用語の例
による。ただし、次の各
号に掲げる用語は、それ
ぞれ当該各号に定めると
ころによる。

(１)　障害者
　障害者手帳等の有無に
かかわらず、身体障害、
知的障害、精神障害（発
達障害を含む。）、高次
脳機能障害、難治性疾患
その他の心身の機能の障
害（以下「障害」と総称
する。）がある者であっ
て、障害及び社会的障壁
により継続的、断続的又
は周期的に日常生活又は
社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるものを
いう。

（１） 障がいのある人
 障害者手帳等の所持の有
無にかかわらず、身体障
害、知的障害、発達障害
を含む精神障害、高次脳
機能障害または難病その
他の心身の機能の障害（
以下「障害（人を直接的
に形容するために用いる
場合にあっては、障が
い）」と総称する。）が
ある者（障害が重複する
者を含む。）であって、
障害および社会的障壁に
より継続的または断続的
に日常生活または社会生
活に相当な制限を受ける
状態にあるものをいう。

(１)　障がい者
　身体障害、知的障害、
精神障害（発達障害を含
む。）その他の心身の機
能の障害（以下「障害
（人を直接的に形容する
ために用いる場合にあっ
ては障がい）と総称す
る。）があり、障害及び
社会的障壁により継続的
に日常生活又は社会生活
に相当な制限を受ける状
態にある者をいう。

（１）　障害者
　障害者手帳等の有無に
かかわらず、身体障害、
知的障害、精神障害、発
達障害、高次脳機能障
害、難病その他の心身の
機能の障害がある者（障
害が重複する者を含
む。）であって、障害及
び社会的障壁との相互作
用により継続的又は断続
的に日常生活又は社会生
活に相当な制限を受ける
状態にあるものをいう、

(１)　障害者
　身体障害、知的障害、
精神障害（発達障害を含
む。）、難病その他の心
身の機能の障害（以下
「障害」と総称する。）
がある者であって、障害
及び社会的障壁により継
続的に日常生活又は社会
生活に相当な制限を受け
る状態にあるものをい
う。

(１)　障害
　心身の機能と社会的障
壁との相互作用により、
継続的に日常生活又は社
会生活に制約があること

(１)　しょうがいしゃ
　身体障害、知的障害、
精神障害、発達障害、難
病その他の心身の機能の
しょうがい（以下「しょ
うがい」という。）があ
る者であって、しょうが
い及び社会的障壁により
継続的又は断続的に日常
生活又は社会生活に相当
な制限を受ける状態にあ
るものをいう。

他市との文言比較（改正に係る条項の抜粋）



市条例（改正案）
青梅市

令和3年4月1日
多摩市

令和2年7月1日
日野市

令和2年4月1日
八王子市

令和2年4月1日
立川市

平成30年4月1日
国立市

平成27年12月25日

(３)　不当な差別的取扱
い
　障害又は障害に関連す
ることを理由として行わ
れるあらゆる区別、排除
又は制限であって、あら
ゆる活動分野において、
障害者が障害者でない者
と等しく基本的人権及び
基本的自由を認識し、享
有し、又は行使すること
を害し、又は妨げる目的
や効果の有るものをい
う。

(６)　不当な差別的取扱
い
　障がいのある人に対し
て、正当な理由なく、障
害を理由として、財・
サービスおよび各種機会
の提供を拒否することま
たはこれらの提供に当
たって場所、時間帯等を
制限すること、障がいの
ない人に対しては付さな
い条件を付することなど
により、本質的に関係す
る諸事情が同じ障がいの
ない人より不利に扱い、
障がいのある人の権利利
益を侵害することをい
う。ただし、障がいのあ
る人の事実上の平等を促
進し、または達成するた
めに必要な特別の措置は
除く。

(３)　不当な差別的取扱
い
　正当な理由なく、障害
を理由とした区別、排
除、制限その他障がいの
ない者と異なる取扱いを
することにより、当該取
扱いを受けた者の権利又
は利益を侵害することを
いう。

(４)　不当な差別的取扱
い
　障害又は障害に関連す
ることを理由として行わ
れるあらゆる区別、排除
又は制限であって、障害
者のあらゆる活動分野に
おいて、他の者と等し
く、全ての人権及び基本
的自由を認識し、享有
し、又は行使することを
害し、又は妨げる目的や
効果の有るものをいう。

定義規定なし 定義規定なし 定義規定なし

(４)　合理的な配慮
　障害者が障害者でない
者と等しく基本的人権を
享有し、日常生活又は社
会生活を営むために、障
害者の求めに応じて必要
かつ適切な現状の変更又
は調整を行うことをい
う。ただし、社会通念上
その実施に伴う負担が過
重になるものを除く。

(７)　合理的配慮
　障がいのある人が障が
いのない人と平等である
ことを基礎として、全て
の人権および基本的自由
を享有し、または行使す
ることを確保するための
必要かつ適当な変更およ
び調整であって、社会的
障壁を除去するために、
その性別、年齢および障
害の状態に応じて配慮を
行うことをいう。ただ
し、均衡を失し、また
は、過度の負担を課すも
のは除く。

(４)　合理的配慮
　障がい者が障がいのな
い者と同等の機会及び待
遇が確保され、又は権利
を同等に行使できるよ
う、当該障がい者の意向
を尊重した上で、性別、
年齢、障害の状態その他
個々の状況及び具体的場
面に応じて行う必要かつ
適切な現状の変更又は調
整をいう。ただし、人
的、物理的、又は経済的
その他の負担が過重であ
るものを除く。

(５)　合理的配慮
　障害者が、他の者と等
しく、全ての人権及び基
本的自由を享有し、又は
行使することを確保する
ために必要となる適切な
調整や変更を過重な負担
の生じない範囲で行うこ
とをいう。

定義規定なし (４)　合理的配慮
　障害のある人が他の人
との平等を基礎として、
全ての人権及び基本的自
由を享受し、又は行使す
ることを確保するための
もので、社会的障壁を取
り除くために、その性
別、年齢及び障害の状態
に応じて配慮を行うこ
と。ただし、均衡を失す
るもの又は過度の負担を
課すものは、除く。

(４)　合理的配慮
　しょうがいしゃが、
しょうがいのない人との
平等に全ての人権及び基
本的自由を享有し、日常
生活又は社会生活を営む
ために、しょうがいしゃ
又はその関係者（しょう
がいしゃの家族を含む。
以下同じ。）の求めに応
じて、必要かつ適切な現
状の変更又は調整を行う
ことをいう。ただし、社
会通念上その実施に伴う
負担が過重になるものを
除く。



市条例（改正案）
青梅市

令和3年4月1日
多摩市

令和2年7月1日
日野市

令和2年4月1日
八王子市

令和2年4月1日
立川市

平成30年4月1日
国立市

平成27年12月25日

(４)　差別
　障害を理由として、障
害者でない者の取扱いと
比べて不当な差別的取扱
いをし、又はしようとす
ること、及び合理的な配
慮をしないことをいう。

(５)　障害を理由とする
差別
　次号の不当な差別的取
扱いを行うことおよび第
７号の合理的配慮を提供
しないことをいう。

(２)　差別
　不当な取扱いをするこ
と及び合理的配慮をしな
いことをいう。

(３)　障害を理由とする
差別
　次号の不当な差別的取
扱いを行うこと及び第５
号の合理的配慮を提供し
ないことをいう。

(３)　差別
　障害を理由として、差
別することその他の権利
利益を侵害する行為をい
う。

(２)　差別
　障害を理由として、不
利益な取扱いをすること
及び合理的配慮を怠るこ
とにより、障害のある人
の権利利益を侵害するこ
と。

(３)　差別
　しょうがいを理由とし
て、しょうがいのない人
との間で不当な差別的扱
いをすることにより、
しょうがいしゃの権利を
侵害すること又は社会的
障壁の除去の実施につい
て合理的配慮をしないこ
とをいう。

（差別の禁止等）
第６条　何人も、障害者
に対し、差別をしてはな
らない。

規定なし 規定なし 規定なし （差別の禁止等）
第６条　何人も、障害者
に対し、差別をしてはな
らない。

（差別の禁止等）
第６条　何人も、障害の
ある人に差別をしてはな
らない。

（差別の禁止等）
第６条　何人も、しょう
がいしゃに対し、差別を
してはならない。

削除 規定なし ２　社会的障壁の除去
は、それを必要としてい
る障害者が現に存し、か
つ、その実施に伴う負担
が過重でないときは、そ
れを怠ることによって障
害者の権利利益を侵害す
ることとならないよう、
その実施について必要か
つ合理的な配慮がされな
ければならない。

規定なし ２　社会的障壁の除去
は、それを必要としてい
るしょうがいしゃが現に
存し、かつ、その実施に
伴う負担が過重でないと
きは、それを怠ることに
よってしょうがいしゃの
権利利益を侵害すること
とならないよう、その実
施について必要な合理的
配慮がなされなければな
らない。

（不当な差別的取扱いの
禁止）
第８条　何人も、障害者
及びその家族に対し、不
当な差別的取扱いをして
はならない。

（障害を理由とする差別
の禁止）
第６条　何人も、障がい
のある人およびその家族
に対し、不当な差別的取
扱いをしてはならない。

（不当な差別的取扱いの
禁止）
第６条　何人も、障がい
者及びその家族に対し、
不当な差別的取扱いをし
てはならない。

（不当な差別的取扱いの
禁止）
第７条　市、事業者及び
全ての市民は、障害者及
びその家族に対して不当
な差別的取扱いをしては
ならない。また、市及び
事業者は、次に掲げる不
当な差別的取扱いをして
はならない。
※　合理的配慮のように
各号で例示

規定なし 規定なし 規定なし



市条例（改正案）
青梅市
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令和2年7月1日
日野市

令和2年4月1日
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（合理的な配慮）
第９条　市及び事業者
は、その事務又は事業を
行うに当たり、次に掲げ
る場合において、社会的
障壁の除去を必要として
いる障害者が現に存する
ときは、それを怠ること
によって障害者の権利利
益を侵害することとなら
ないよう、障害者の性
別、年齢及び障害の状態
に応じて、社会的障壁の
除去の実施について合理
的な配慮をしなければな
らない。

（合理的配慮の提供）
第７条　市及び事業者
は、その事務または事業
を行うに当たり、次に掲
げる場合において、障が
いのある人から現に社会
的障壁の除去を必要とす
る旨の意思の表明（障害
により本人の意思表明が
困難な場合において、障
がいのある人の家族、介
助者等コミュニケーショ
ンを支援する者が本人を
補佐して行う意思の表明
を含む。）があったとき
は、合理的配慮を提供し
なければならない。

（合理的配慮の提供）
第７条　市及び事業者
は、その事務又は事業を
行うに当たり、次に掲げ
る場合において障がい者
から社会的障壁の除去を
求める意思の表明（障害
により本人の意思表明が
困難な場合において、障
がい者の家族、介助者等
意思疎通を支援する者が
本人を補佐して行う意思
の表明を含む。）があっ
たときは、当該社会的障
壁の除去の実施について
合理的配慮をしなければ
ならない。

（合理的配慮の提供）
第８条　市及び事業者
は、次に掲げる場合のほ
か、その事務又は事業を
行うに当たり、障害者か
ら現に社会的障壁の除去
を必要としている旨の意
思の表明（障害等により
本人の意思表明が困難な
場合には、障害者の家
族、介助者等コミュニ
ケーションを支援する者
が本人を補佐して行う意
思の表明を含む。）が
あった場合は、合理的配
慮の提供を行わなければ
ならない。

（合理的な配慮）
第７条　市及び事業者
は、その事務又は事業を
行うに当たり、次に掲げ
る場合には、前条第２項
の規定の趣旨を踏まえ、
障害者の性別、年齢及び
障害の状態に応じて、社
会的障壁の除去の実施に
ついて必要かつ合理的な
配慮をしなけれなならな
い。

（…に関する合理的配慮
等）
第７条～第17条
※下記分野別に詳細に規
定しており、比較困難な
ため、記載省略
・保健及び医療・福祉
サービス・教育・保育・
療育・雇用・公共的施設
の利用・文化芸術活動、
スポーツ及び生涯学習・
情報保障・住居・防災

（合理的配慮）
第７条　市、市民及び事
業者は、次に掲げる場合
には、前条第２項の規定
を踏まえ、社会的障壁の
除去の実施について必要
な合理的配慮をするよう
努めるものとする。

３　市は、市民及び事業
者が合理的な配慮を容易
に行うことができるよ
う、必要な支援措置を講
ずるものとする。

明石市
（合理的配慮の提供支援
に関する施策の実施）
第８条　市は、市民、事
業者及び行政機関等が合
理的配慮の提供を容易に
行うことができるよう、
合理的配慮の提供支援に
関する施策を実施するも
のとする。

５　市は、市民及び事業
者による合理的配慮の提
供を促進するため、合理
的配慮の提供を支援する
施策を講ずるものとす
る。

（市の責務）
第４条
２　市は、市民及び事業
者がこの条例に基づいて
行う取組に対して、必要
な支援を行うものとす
る。

２　市民及び事業者は、 建設的な対話を通じて行 合理的配慮を行う際の留 建設的な対話を通じて、 市民のみ努力義務 市民及び事業者も第１項
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（情報伝達）
第10条　市は、手話が独
自の文法体系を持つ言語
であるという認識のも
と、手話が言語であるこ
との理解を促進するとと
もに、障害者が自ら選択
するコミュニケーション
手段（字幕、手話通訳、
要約筆記、音声解説等を
いう。以下同じ。）を利
用できるよう、コミュニ
ケーション手段の普及啓
発及び利用拡大の支援に
努めるものとする。

都条例
（言語としての手話の普
及）
第十六条　都は、独自の
文法を持つ手話は一つの
言語であるという認識に
基づき、都民及び事業者
において言語としての手
話の認識を広げるととも
に、手話の利用が普及す
るよう必要な施策を講ず
るものとする。

府中市
（基本理念）
第３条
１　手話の普及は、異な
る文法体系等の手話が存
在するという認識の下に
行うこと。
２　障害者の意思疎通の
促進は、障害者の意思疎
通手段の選択の機会が確
保されるよう行うこと。
（市の責務）
第４条　市は前条各号に
掲げる基本理念に基づ
き、手話の普及及び障害
の特性に応じた意思疎通
手段の利用の促進に関す
る施策を推進する責務を
有する。

足立区
（基本理念）
第３条　手話が言語であ
ることへの理解の促進及
び手話の普及は、手話が
独自の言語体系を有する
文化的所産であるという
認識の下に行うものとす
る。
（区の責務）
第４条　区は、前条の基
本理念に基づき、手話が
言語であることへの理解
の促進と手話の普及を行
うとともに、障がい者が
日常生活及び社会生活に
おいて障がいの特性に応
じた意思疎通手段を利用
して必要な情報を得られ
る環境の整備に努め、障
がい者の意思疎通に関す
る施策を総合的かつ計画
的に実施するものとす
る。
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（相互理解の促進）
第11条　市は、共生社会
の実現に向けて、市民及
び事業者が障害及び障害
者に関する正しい理解を
深めるよう、普及啓発そ
の他必要な措置を講ずる
ものとする。

基本理念（第３条第６
号）で触れているのみ

（障害及び障がい者に対
する理解の促進）
第14条　市は、共生社会
の実現に向け、障害及び
障がい者に対する理解を
促進するため、障がい者
その他の市民及び事業者
の協力を得ながら、次に
掲げる事項に取り組むも
のとする。
（詳細は記載省略、概ね
以下のとおり）
・市民等への啓発・職員
等の研修・交流の機会・
教育

規定なし （市民等の理解の促進）
第８条　市は、市民及び
事業者が障害及び障害者
に対する理解を深めるよ
う、普及啓発その他必要
な措置を講ずるものとす
る。

（相互理解の促進）
第18条　市は、市民及び
事業者が障害及び障害の
ある人に対する理解を深
め、共に生き、支え合う
まちとなるよう、啓発そ
の他必要な措置を講ずる
ものとする。

（相互理解の促進）
第８条　市は、市民及び
事業者がしょうがいしゃ
に対する理解を深めるよ
う啓発その他必要な施策
を講ずるものとする。

２　市及び教育委員会
は、児童及び生徒が障害
及び障害者に対する理解
を深めるための教育の重
要性を認識し。その実施
について相互に連携を図
るものとする。

２　市長及び教育委員会
は、児童及び生徒が障害
及び障害者に対する理解
を深めるための教育の重
要性を認識し、その実施
について相互に連携を図
るものとする。



市条例（改正案）
青梅市

令和3年4月1日
多摩市

令和2年7月1日
日野市

令和2年4月1日
八王子市

令和2年4月1日
立川市

平成30年4月1日
国立市

平成27年12月25日

（教育）
第12条　市は、障害の有
無にかかわらず、幼児、
児童及び生徒が共に生
き、共に育ち合うことを
基本とし、障害のある幼
児、児童及び生徒が個々
に応じた教育及び療育を
受けられるよう、合理的
な配慮のために必要な措
置を講ずるものとする。

規定なし

２　市は、幼児、児童及
び生徒が障害及び障害者
に関する正しい知識を持
ち、正しく理解するため
の教育が行われるよう、
必要な措置を講ずるもの
とする。また、関係職員
に対する特別支援教育等
の研修の充実を図るもの
とする。

（障害及び障がい者に対
する理解の促進）
第14条　市は、共生社会
の実現に向け、障害及び
障がい者に対する理解を
促進するため、障がい者
その他の市民及び事業者
の協力を得ながら、次に
掲げる事項に取り組むも
のとする。
（詳細は記載省略、概ね
以下のとおり）
・市民等への啓発・職員
等の研修・交流の機会・
教育

規定なし （教育）
第12条　市は、障害者で
ある児童及び生徒がその
年齢及び能力に応じ、そ
の特性を踏まえた教育を
受けることができるよう
必要な措置を講ずるよう
努めるものとする。
（保育）
第13条　市は、障害者で
ある乳幼児及び児童が、
その特性を踏まえた保育
を受けることができるよ
う必要な措置を講ずるよ
う努めるものとする。
（療育）
第14条　市は、障害者で
ある子どもが、可能な限
りその身近な場所におい
て療育その他これに関す
る支援を受けられるよう
適切な措置を講ずるよう
努めるものとする。

（教育に関する合理的配
慮等）
第９条　記載省略
（保育に関する合理的配
慮等）
第１０条　記載省略
（療育に関する合理的配
慮等）
第１１条　記載省略

規定なし



市条例（改正案）
青梅市

令和3年4月1日
多摩市

令和2年7月1日
日野市

令和2年4月1日
八王子市

令和2年4月1日
立川市

平成30年4月1日
国立市

平成27年12月25日

（勧告）
第17条　市長は、前条第
３項の規定により助言又
はあっせんを行った場合
において、差別をしたと
認められる者が正当な理
由なく当該助言又はあっ
せんに従わないときは、
当該差別をしたと認めら
れる者に対して当該助言
又はあっせんに従うよう
勧告することができる。

（勧告）
第12条　市長は、前条第
３項の規定により助言又
はあっせんを行った場合
において、障害を理由と
する差別をしたと認めら
れる者が正当な理由なく
当該助言またはあっせん
に従わないときは、当該
助言またはあっせんに従
うよう勧告することがで
きる。

（勧告及び公表）
第12条　市長は、前条第
３項の助言又はあっせん
を行った場合において、
差別対象事案に関係する
者（第９条第１項の申立
てをした者を除く。）が
正当な理由なく当該助言
又はあっせんに従わない
ときは、当該助言又は
あっせんに従うよう勧告
することができる。

（勧告）
第12条　市長は、前条第
４項の規定によりあっせ
んを行った場合におい
て、当該あっせんを受け
た者が正当な理由なく当
該あっせんに従わないと
きは、当該あっせんに従
うよう勧告することがで
きる。

（勧告）
第21条　市長は、前条第
３項の規定による助言又
はあっせんを行った場合
において、差別をしたと
認められる者が、正当な
理由なく当該助言又は
あっせんを受け入れない
ときは、差別の解消に必
要な措置を講ずるよう勧
告することができる。

（勧告及び公表）
第22条　市長は、前条第
３項の規定によりあっせ
んを行った場合におい
て、当該事案につき差別
をしたと認められる者が
正当な理由なく当該あっ
せんに従わないときは、
当該あっせんに従うよう
勧告することができる。

（勧告）
第13条　市長は、前条第
３項の助言又はあっせん
を行った場合において、
当該申立てに係る対象事
案において差別をしたと
認められる者が、正当な
理由なく当該助言又は
あっせんに従わないとき
は、当該助言又はあっせ
んに従うよう勧告するこ
とができる。

（公表）
第18条　市長は、前条の
規定による勧告を受けた
者が、正当な理由なく当
該勧告に従わないとき
は、その勧告の内容を公
表することができる。

規定なし ２　市長は、前項の規定
による勧告を受けた者が
正当な理由なく当該勧告
に従わないときは、その
旨を公表することができ
る。

（公表）
第13条　市長は、前条の
規定による勧告を受けた
者が、正当な理由なく当
該勧告に従わないとき
は、その勧告の内容を公
表することができる。

（公表）
第22条　市長は、前条の
規定による勧告を受けた
事業者が、正当な理由な
く当該勧告に従わないと
きは、その旨を公表する
ことができる。

２　市長は、前項の規定
による勧告を受けた者が
正当な理由なく当該勧告
に従わないときは、その
旨を公表することができ
る。

（公表）
第14条　市長は、前条の
規定による勧告を受けた
者が正当な理由なく当該
勧告に従わないときは、
その旨を公表することが
できる。

２　市長は、前項の規定
による公表をしようとす
るときは、あらかじめ当
該勧告を受けた者に対
し、その旨を通知すると
ともに、意見を述べる機
会を与えなければならな
い。

３　市長は、前項の規定
による公表をしようとす
るときは、あらかじめ勧
告を受けた者に対し、意
見を述べる機会を与えな
ければならない。

２　市長は、前項の規定
による公表をしようとす
るときは、あらかじめ当
該勧告を受けた者に対
し、その旨を通知すると
ともに、意見を述べる機
会を与えなければならな
い。

２　市長は、前項の規定
による公表をしようとす
るときは、市規則で定め
るところにより、当該勧
告を受けた事業者に対し
て、意見を述べる機会を
与えなければならない。

３　市長は、前項の規定
による公表をしようとす
るときは、あらかじめ当
該勧告を受けた者に対
し、意見を述べる機会を
与えなければならない。

２　市長は、前項の規定
による公表を行おうとす
るときは、あらかじめ当
該公表に係る者に対し意
見を述べる機会を与えな
ければならない。



市条例（改正案）
青梅市

令和3年4月1日
多摩市

令和2年7月1日
日野市

令和2年4月1日
八王子市

令和2年4月1日
立川市

平成30年4月1日
国立市

平成27年12月25日

付　則

（検討）
２　市長は、この条例の
施行後３年を目途とし
て、この条例の施行の状
況、社会情勢の推移等を
勘案し、必要があると認
めるときは、この条例の
規定について検討を加
え、その結果について必
要な措置を講ずるものと
する。

付　則

（検討）
２　この条例について
は、障がいのある人にか
かる法制度の動向、この
条例の規定の施行の状
況、社会情勢の変化等を
勘案し、必要があると認
めるときは、この条例の
規定について検討を加
え、その結果にもとづい
て必要な措置を講ずるも
のとする。

※　施行後３年を目途と
いう制約なし

付　則

（検討）
２　市は、この条例の施
行後３年を目途として、
障がい者に係る法制度の
動向を勘案し、この条例
の施行の状況について検
討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ず
るものとする。

付　則

（検討）
２　この条例について
は、条例施行後３年を目
途として、障害者差別解
消法の改正状況、この条
例の規定の施行の状況、
社会情勢の変化等を勘案
し、協議会の意見を踏ま
え必要があると認めると
きは、この条例の規定に
ついて検討を加え、その
結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。

付　則

（検討）
２　市長は、この条例の
施行後３年を目途とし
て、障害者に係る法制度
の動向を勘案し、この条
例の施行の状況について
検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講
ずるものとする。

付　則

（検討）
２　市長は、この条例の
施行後３年を目途とし
て、障害者に係る法制度
の動向を勘案し、この条
例の施行の状況について
検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講
ずるものとする。

付　則

（検討）
２　市長は、この条例の
施行後３年を経過した場
合において、しょうがい
しゃに係る法制度の動向
を勘案し、この条例の施
行の状況について検討を
加え、必要があると認め
られるときは、その結果
に応じて必要な措置を講
ずるものとする。


